
【Ｂ 節水対策】

　　  地下水採取量の削減

１ 水道事業の改善対策
　 の促進

２ 工業用水の水利用合理化
　 の促進

３ 農業用水及び水産養
   殖用水の適切な水管理
   の促進

４ 各種施設における
   節水、雨水利用の促進

①水道用水
　 近年減少傾向にあるが、依然として高い水準で推移。節
水意識をさらに定着させ生活用水の削減を図る。水道未普
及地域の解消や漏水対策などを推進する。
   一人一日当たり水道使用量342㍑を福岡県レベル（295
㍑）に近づけるよう１０％削減を目標とする。
　　342㍑ 　→　308㍑（10%削減）　→　295㍑（14%削減）
  （熊本地域） 　　　（目標） 　　            （福岡県）

②工業用水
　 長期的に減少傾向にあるが、企業立地などの進展によ
り大口採取者の増加が予想される。水利用合理化等によ
り現状維持を目標とする。

③農業用水
　 長期的に減少傾向にあるが、適切な水管理や表流水等
への転換に努めるほか、今後の栽培面積の動向を踏まえ
１０％削減を目標とする。

④水産養殖用水
　 長期的に増加傾向にある。一部において高い水準
で推移、あるいは増加傾向にある地域がある。
 　適切な水管理を行い増加傾向に歯止めをかける。

⑤建物用水
　 長期的に減少傾向にあるが、今後も雑用水などへ
の雨水や再生水利用等を進めながら、１０％削減を
目標とする。

出典：「熊本県の水道（平成１９年３月３１日現在）」及び「平成１８年度市町村財政の概要」
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熊本市 98.2 82,294 5,780 7.0 145.46 840,759

菊池市 76.8 3,726 637 17.1 134.12 85,434 1,034 233 22.5 206.23 48,052

宇土市 78.3 3,064 747 24.4 181.27
※約５０％くま川
表流水 683 58 8.5 155.89 9,042

合志市 100 5,499 738 13.4 109.67 80,936 854 127 14.9 109.67 13,928

城南町 29.7 449 2 0.4 311.37 623

※富合町 99.1 930 141 15.2 ※組合のみ

植木町 40.2 1,345 287 21.3 199.46 57,245

大津町 100 216 10 4.6 126.42 1,264

菊陽町 99

西原村 92.2 832 94 11.3 124.05 11,661

御船町 95.7 1,799 360 20.0 181.51 65,344 461 116 25.2 181.51 21,055

嘉島町 0

益城町 99.7 2,355 71 3.0 129.87 9,221 873 111 12.7 129.87 14,416

甲佐町 86 1,202 200 16.6 114.73 22,946 47 14 29.8 ※不明

計 107,644 9,781 9.1 7,724 1,193 15.4

136.19

水道普及率
（％）

簡　易　水　道  ※公営、組合営含む

市町村

上　水　道

16.21,2487,705 169,965

○水道事業における区分
　 給水量　　　有効水量     　　　　    有収水量　　　　生活用水
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　業務用
　　　　　　　　　無効水量（漏水等）　   無収水量　　　　工業用他
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　　　　　目標採取量（上限）　１７，０００万㎥
　　　　　　（平成1８年度比▲約1,600万㎥）

漏水等により熊本地域約４０日分の水道を無駄にしている。

用途別目標（万㎥）

採取量（万ｍ３） 採取量（万ｍ３）

（千㎥） （千㎥） （千㎥）（千㎥）（円/㎥） （円/㎥）

区　　分

総採取量

　　うち水道用

　　　　農業用

　　　　工業用

　　　　建築物用

　　　　水産養殖

　　　　家庭その他

削減率Ｈ３６目標Ｈ１８現在

１８，６１７（割合） 　　　 １７，０００　   　９％

１０，９２６（５８．７％）　 ９，８３０　 　１０％

２，８７１（１５．４％）　 ２，５８０　 　１０％

２，３５０　 　現状維持

１，４６８（　７．９％）　 １，３２０　 　１０％

６６７（　３．６％）　 ６６０　 　現状維持

３３４（　１．８％）　 ２６０　 -

２，３５１（１２．６％）　

 参 考 資 料 ５

平成１８年度市町村別地下水採取量（全用途合計）
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～Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ （Ｈ２６～Ｈ３０） (Ｈ３１～Ｈ３６）

(1)

○「地域水道ビジョン」及び簡易水道
   の「統合計画」策定の中で未普及地
   域の解消を目指す。

※特に、簡易水道は平成１８年度の改
　 正で平成２２年３月までに「統合計
　 画」を策定しない場合、以降の国庫
　 補助事業の対象にならないこととさ
   れている。

(2)

○老朽給水管の計画的な取り替え

○漏水に対する住民への意識啓発

※平成２１年度中の簡易水道の「統
　 合計画」策定が必要。

【無効率】
Ｈ２５年度目標
・上水道
　７．４％未満
　（全国平均）
・簡易水道
　１３．７％未満
　（県平均）

(3)

　 熊本地域は地下水が豊富なこともあり、水道未普及
地域が多い。これらの地域においては飲用井戸等に
より自給されているが、地下水質の安全確認のため
の定期的な水質検査が行われていないなど対策が十
分とはいえないことから、実態の把握と水質汚染等に
対応できる危機管理体制を構築する。

○水道未普及地域を中心とした井戸
　 水の水質状況調査の実施

○水質事故等の際の関係機関との連
   絡体制や対応の体制整備

○水道未普及地域
　 の安全対策の具
　 体化

(4)

　 水の供給という極めて公共性の高い事業体としてコ
ンプライアンスの徹底と、地下水採取量の半分以上を
占める大規模採取事業者として地下水保全活動に積
極的に取り組む。
《率先行動例》
　　・水田湛水事業への参加、かん養域の農産物購入
　　・地下水保全対策への原資提供等

○水量測定器未設置事業者の設置
   完了

○率先行動のための計画策定の検討
　 及び実施

　 工場・事業場等における取水状況を把握するととも
に、事業者等の意識改革、条例等による政策誘導に
より水利用合理化の一層の促進を図る。

○工業用水の取水状況の実態調査

○意識改革を図るためのトップセミナ
   ー等の実施

●県条例見直し検討
　・節水計画作成、実施義務付け

●条例改正 ●条例施行

○トップセミナー実施
　・地下水保全対策会議
○工業用水の実態調査
　・地下水保全対策会議
○条例見直し
　・県

　県条例の適切な執行により、取水に際しての節水意
識の高揚と適切な水管理の徹底を図る。

○市町村、関係団体との連携による
　 県条例に基づく採取量報告、水量
　 測定器設置の徹底

○立ち入り検査等による指導強化

県

 　各自治体が率先して各種の節水対策に取り組み、
計画的に地下水採取量の抑制を図る。

《節水促進方策例》
　・公共施設等（公園等）での節水コマ設置
　・雨水タンク設置助成
　・浄化槽の雨水貯留槽への転換助成　ほか

○各市町村において既存の節水事業
   を推進するとともに、未実施の節水
   促進方策の中から「１年１事業」の
   推進

●県条例見直し検討
  ・節水に配慮した給水設備等義務
   付け

●条例改正 ●条例施行

○「５年５事業」の達
　 成

○「１年１事業」推進
　・各市町村

○条例見直し
　・県

▲１８６万㎥（１％削減）
▲３７２万㎥
  (２％削減)

▲５５８万㎥
 (３％削減)

▲７４５万㎥
 (４％削減)

▲９３１万㎥
 (５％削減)

３３８㍑/日・人 ３３５㍑/日・人 ３３１㍑/日・人 ３２８㍑/日・人 ３２５㍑/日・人

第１期採取量削減目標：９３１万㎥（Ｈ１８年度１８，６１７万㎥比５％削減）

第１期

○水道事業の改善対策
　・各水道事業者
　・県、各市町村

○井戸水の水質状況調査
　・県

検討又は実施主体

※１日１人当たり水道使用量３４２リットル（Ｈ１８年度平均給水量）

　 水道普及地域の拡大及び漏水防止対策による水
道事業の改善を図り、地下水採取量の適正化により
効率的な利水を達成する。

■熊本地域の無効水量（漏水等）の状況
　・上水道の無効率(H18)：最高２４．４％
                                （平均　９．１％）
　・簡易水道　〃　　(H18)：最高２９．８％
                                （平均１５．４％)
　※熊本地域約４０日分の水を無駄にしている。

第２期 第３期

熊本地域地下水総合保全管理計画に基づく第１期行動計画

行　　動　　計　　画

水道事業者のコンプライアンスの徹底と地下水かん
養、節水への率先行動の展開

 Ｂ　節水対策
年間目標採取量（上限）：１億７，０００万㎥（Ｈ３６）

削減目標量▲１，６００万㎥

飲料水供給における水質（衛生）管理の徹底

前　　期 後　　期取り組みの目的

４　住宅、事業場、公共施設等における節水器具等設置、雨水利用の普及促
    進（トイレの擬音装置、節水型トイレ、雨水タンク等の設置）

２　工業用水の水利用合理化の促進（水循環率の向上）

１　水道事業の改善対策の推進

水道供給域の拡大（水道普及率の向上）

漏水防止対策の推進（有効水量率の向上）

３　農業用水及び水産養殖用水の適切な水管理の促進

　　　　　　　　　　　　　　１，６００万㎥（９％削減）

　　９３１万㎥（５％削減）

全体計画に占める第１期削減目標

  行 動 計 画 ４




